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要旨 

菅内閣の発足に伴い，政府はデジタル庁の創設を目指し，デジタル庁が，今後，デジタル・ガバメントを推進して
いくと考えられるところ，その推進にあたり，官公庁の情報システム調達制度の問題は，避けては通れない．調達
では，価格だけでなく，受注希望者のプロジェクト遂行能力や仕様を上回る追加サービスを考慮して総合的に優れ
た者を受注者とする総合評価落札方式を採用することが一般的であるが，プロジェクト遂行能力の劣る者を受注者
としてしまい，情報システム開発プロジェクトが失敗したり，プロジェクトが難航することが政府の報告書や先行
研究で明らかになっている．本稿では，総合評価落札方式における受注者の選定基準である落札者決定基準につい
て，総合点の算出式の合理性を検討し，現在主流になっている加算方式の論理矛盾を明らかにする．そして，筆者
が考案した新たな方式が，合理的かつ情報システム開発プロジェクトの成功率向上に資することを明らかにする． 
 

1. はじめに 

安倍晋三氏の内閣総理大臣退任に伴い，自由民主党の総裁選が行われた．総裁選では，菅義偉氏がデ

ジタル庁新設など行政の縦割り廃止を，岸田文雄氏がデータ庁設立を政策として掲げた[1]．与党のトッ

プを選ぶ総裁選で，IT がこれほど注目されたことはなく，画期的な出来事である．2020 年 9 月 16 日に

内閣総理大臣に就任した菅義偉氏は，デジタル庁の創設を目指すとしている．このデジタル庁は，民間

企業の DX だけでなく，デジタル・ガバメントを推進していくものと考えられる． 

デジタル・ガバメントの推進にあたり，避けて通れないのが，特許庁情報システムに関する技術検証

委員会[2]が特許庁運営基盤システム開発プロジェクト失敗の一因とした，官公庁の情報システム調達制

度の問題である．本稿では，総合評価落札方式における落札者決定基準の変遷を振り返るとともに，現

在，落札者決定基準において主流となっている加算方式について，その算出式が合理性を欠くことを明

らかにする．そして，筆者が考案した新たな方式が，算出式に合理性があり，かつ，情報システム開発

プロジェクトの成功率向上に資することを明らかにする． 

 

2. 総合評価落札方式及び落札者決定基準とは 

官公庁の情報システム調達において受注者を選定するとき，現在では，総合評価落札方式やプロポー

ザル方式随意契約が主流になっている．この 2 つの方式は，官公庁の情報システム調達制度と情報シス

テム開発プロジェクトの成否の関係を検討するにあたり，特段，区別して論じる必要はないので，本稿

では，総合評価落札方式について論じることとし，具体的な事例では，総合評価落札方式のものだけで

なく，プロポーザル方式随意契約のものも参照することとする． 

総合評価落札方式では，発注者が，入札公告時に定めた落札者決定基準に基づき，受注希望者からの

提案書と価格をもとに受注者を決定する．総合評価落札方式では，理論上，価格以外の様々な要素を評

価要素にすることが可能であるが，官公庁の情報システム調達では，一般的に，受注希望者のプロジェ

クト遂行能力と必須仕様を上回る追加サービスを評価要素とすることが多い． 

そして，総合評価落札方式と対比されるものとして，仕様を固定して価格だけで受注者を決める最低

価格落札方式がある． 

官公庁の情報システム調達における総合評価落札方式の落札者決定
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3. 官公庁情報システムにおける調達問題の深刻さ 

官公庁の情報システム調達において，如何にしてプロジェクト遂行能力の高い受注者を選定するかは，

発注者の大きな悩みの一つと言ってよい．筆者の実務家としての経験から，プロジェクト遂行能力の高

い受注者を選定できるか否かにより，情報システム開発プロジェクトの結果が大きく左右される．筆者

は，官公庁の情報システム開発プロジェクトにおいて，最大の難関と考えている． 

総合評価落札方式を用いたにもかかわらず，プロジェクト遂行能力の劣る者を受注者に選定し，それ

がプロジェクト失敗の一因とされた特許庁運営基盤システム開発プロジェクト[2]，あるいはプロポーザ

ル方式随意契約を採用したにもかかわらず，プロジェクト開始後に受注者のプロジェクト遂行能力に問

題があることが判明し，プロジェクトが難航した地方独立行政法人神奈川県立病院機構人事給与システ

ム開発プロジェクト[3]の事例が報告されている． 

また，地方公共団体情報システム機構（以下「J-LIS」と言う．）は，地方公共団体からの情報システ

ムの開発及び運用の課題等に関する相談や照会に対し，専門家のアドバイスや先進事例でのノウハウの

提供が必要な場合に，無料で地方支援アドバイザーの派遣を行っている[4]ところ，令和元年度の活用事

例の 1 つ目に，「基幹系システムの更新を予定しているが，適切な業者選定を行うために，適切な仕様書，

要求定義，評価基準の作成の仕方を教えて欲しい．また，各事業者から提出された提案書に対しての意

見を頂きたい．」との相談が掲載されている[5]．受注者の選定が地方公共団体の情報システム調達にお

いて，大きな課題となっている様子が窺える． 

以上のことから，官公庁の情報システム調達においては，プロジェクト遂行能力を有する受注者を選

定することが，必ずしも容易でないことが分かる．総合評価落札方式は，最低価格落札方式との対比で，

「安かろう悪かろう」を避けるためのものであるが，必ずしも，「悪かろう」を回避できていないのであ

る．言い換えると，総合評価落札方式を採用したとき，プロジェクト遂行能力を有する受注者を選定す

る方法は，確立していないのである． 

 

4. 情報システム調達における落札者決定基準に係る先行研究と本研究の位置づ

け 

4.1. 先行研究 
情報システム調達における落札者決定基準に係る先行研究としては，福井[6]，森[7]が，のちに説明す

る除算方式の問題点を指摘している．森田[8]，津田[9]は 2012 年に発表された業界からの改善要望を紹

介している．また，津田は，国と地方公共団体の落札者決定基準を例に，様々な分析を行っている． 

政府による特許庁運営基盤システム開発プロジェクトの検証である特許庁情報システムに関する技術

検証委員会や，岩崎（2012）[3]，岩崎（2013）[10]，岩崎（2017）[11]，岩崎（2018）[12]は，情報シス

テム開発プロジェクトの成否という視点から落札者決定基準について論じている．情報システム開発プ

ロジェクトの成否という視点から落札者決定基準を研究するとき，課題が 2 つある．一つは，受注希望

者のプロジェクト遂行能力の適切な評価である．もう一つは，落札者決定基準には，受注希望者のプロ

ジェクト遂行能力の評価結果だけでなく，入札価格や受注希望者が提案書において提供を約束する追加

サービスなどの評価要素があるところ，各評価要素，特に前者を落札者決定基準においてどのように位

置づけるか，ということである． 

特許庁情報システムに関する技術検証委員会は両方を取扱っており，岩崎（2012），岩崎（2013），岩

崎（2018）は前者を，岩崎（2017）は後者を取り扱っている． 
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4.2. 本研究の位置づけ 
本研究は，特許庁情報システムに関する技術検証委員会，岩崎（2017）と同様に情報システム開発プ

ロジェクトの成否という視点から，受注希望者のプロジェクト遂行能力の評価結果を，落札者決定基準

においてどのように位置づけるかを研究する．そして，先行研究と異なり，従来の落札者決定基準の算

出式の意味を検討し，その理論矛盾を明らかにした上で，新たな算出式を導き出している．たとえば，1

＋1 は 2 であるが，りんご 1 個と 1 時間を足して 2 という答えを求めても，この 2 という数字には意味

がない．このように，本研究では，算出式の合理性に着目しているところが，先行研究と異なる．なお，

算出式の合理性を追究するあまり，情報システム開発プロジェクトの成否に悪影響を与えては本末転倒

であるため，情報システム開発プロジェクトの成功率向上を目的としつつ，算出式の合理性を追究する

こととした． 

 

5. 落札者決定基準の算出式の変遷 

5.1. 除算方式 
情報システム調達に総合評価落札方式が用いられるようになったとき，最初に採用された落札者決定

基準の算出式は，除算方式であり，国で加算方式が認められたのは，2002 年からである[13][14]．これは，

受注希望者の提案のうち，入札価格以外のものを技術点に換算するものである．また，技術点の算出に

あたり，必須要件を満たしたときに基礎点を与え，必須要件以外の提案は加算点に換算[14][15]すること

としている．これを数式にすると，次のようになる． 

 

  総合点 ＝ 技術点 ÷ 入札価格 

      ＝ （基礎点 ＋ 加算点） ÷ 入札価格 

 

この除算方式には 2 つの問題がある．ひとつは，福井，森が指摘するとおり，除算方式では，技術点

が低くても，入札価格がそのデメリットを打ち消すほど安いと，受注できてしまうことである．たとえ

ば，A 社の技術点が 1,000 点満点で 900 点，入札価格が 9 億円であり，B 社の技術点が 500 点，入札価

格が 1 億円であれば，A 社の総合点は，900 点÷9 億点＝1×10-6点，B 社は，500 点÷1 億点＝5×10-6点

となり，B 社が A 社の 5 倍の総合点となる． 

もうひとつの問題は，この算出式の意味の合理性である．情報システム関係のガイドラインでは，除

算方式の算出式の意味を説明したものがみあたらない[15][16][17]．公共工事では，この算出式により求

められる総合点を，Value for Money の考え方によるものであり，技術提案により工事品質のより一層の

向上を図る観点から，価格あたりの工事品質を表す指標としており，これにより，税金を効率よく使用

し，最も価値のある（質の高い）サービスを提供することを目的とするとしている．そして，基礎点 100

点に対し，加算点は，10～50 点の範囲で決めるとしている[18]． 

公共工事のように，受注者選定にあたり，プロジェクト失敗の可能性を考慮しなくてよい分野であれ

ば，この算出式には一定の合理性がある．しかし，官公庁の情報システム調達のように，プロジェクト

の成功率向上を考慮して受注者を選定する必要がある分野では，加算点で受注希望者のプロジェクト遂

行能力を評価することが多い．そして，加算点の全部又は一部が受注希望者のプロジェクト遂行能力評

価であるときには，この算出式において基礎点と加算点を合算し，それを入札価格で除することに，算

出式としての合理的な意味を見出せなくなる．要するに，公共工事と官公庁の情報システム調達では，

加算点の中身が違うため，公共工事では意味のある算出式であっても，官公庁の情報システム調達では

意味のない算出式になるのである． 

 

5.2. 加算方式 
国の情報システム調達において，加算方式が認められるようになったのは，2002 年からである[13]．
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国では，この方式を採用しており[14]，地方公共団体でも主流になっている．加算方式では，受注希望

者の提案のうち，入札価格が安いほど価格点を高くし，入札価格以外の評価要素を技術点に換算する[14]．

なお，国では価格点を入札価格から算出する[14]が，地方公共団体や地方独立行政法人では，そのよう

な制度上の制約がないため，たとえば，地方独立行政法人神奈川県立病院機構の実施した人事給与シス

テム開発委託の落札者決定基準では，入札価格である開発費用の他，入札価格でない 5 年間の運用費用

と例示ケースでの情報システム改修費用を価格点としている[3]． 

加算方式の算出式は，次のとおりである． 

 

  総合点 ＝ 技術点 ＋ 価格点 

      ＝ 基礎点 ＋ 加算点 ＋ 価格点 

 

なお，基礎点では差がつかないため，地方公共団体では，基礎点をなくしていることが多い．実際の

落札者決定基準では，栃木県など[19~30]が，調達ガイドラインでは益田市[31]が，基礎点を設けていな

いことを確認できる．なお，実際の落札者決定基準では，地方独立行政法人の事例であるが，地方独立

行政法人広島市立病院機構 [32]が，調達ガイドラインでは鳥取県[33]が基礎点を設けていることを確認

できる．ただし，基礎点の有無は，さほど問題ではない．国の最新のガイドラインである平成 25 年 7

月 19 日調達関係省庁申合せ[34]では基礎点が必須であるが，厚生労働省労働基準局労災保険業務課[35]

では，基礎点が技術点の 1/660，加算点が技術点の 659/660 であり，基礎点は，形式的には存在するが，

実質的にはないに等しいからである． 

加算方式では，除算方式の 1 つ目の問題，すなわち，極端な安値入札であれば技術点が低くても落札

できてしまうという問題は，解消されているが，2 つ目の問題である算出式の意味の合理性は，除算方

式と同様に見出せない．特許庁情報システムに関する技術検証委員会は，「技術力を重視する評価手法の

限界を超える低い価格で入札がなされた場合，技術的難易度が高いプロジェクトにも拘わらず，技術的

能力の低いベンダを選ぶ結果となるおそれがある．」ため，「例えば，システム開発の責任者や作業者が

システム化の対象となった業務分野において高いレベルの資格を有しているか，大規模なプロジェクト

に対応できるマネジメント能力があるか，業務知識を設計・開発の現場レベルまで浸透できるような組

織体制を組めるか等に着目し，これらに該当すれば大きく加点する等，重視すべき評価項目の配点を大

きくする．また，他者より優れた提案を行った者には大きく加点を行う相対評価を導入することも有効

と考えられる．」ことを提案しているところ，これに論理矛盾が存在することを岩崎（2017）が指摘して

いる．公共工事では，除算方式，加算方式ともに合理的である[36]が，官公庁の情報システム調達では，

受注希望者のプロジェクト遂行能力次第でプロジェクトが失敗するおそれがあるという特性を考慮する

と，除算方式，加算方式ともに，算出式が合理的とは言えないため，特許庁情報システムに関する技術

検証委員会の検証における提案が論理矛盾に陥るのである． 

 

6. 2020 年方式 

以上を踏まえ，筆者が考案した方式は，次のとおりである．  

 

  総合点 ＝ （提供サービス点 a ＋ 費用点 b） × 実現可能性点 c 

      ＝ （仕様のサービス価値点 d ＋ 仕様を上回るサービスの価値点 e ＋ 費用点 b） 

 × 実現可能性点 c 

 

まず，算出式の理論的根拠を説明する．国土交通省のガイドライン[36]が示す通り，公共工事のよう

に，受注者選定にあたり，プロジェクトの失敗の可能性を考慮しなくてよいのであれば，除算方式も加

算方式も，一定の合理性がある．そして，官公庁の情報システム調達では，福井，森の先行研究が示す
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とおり，除算方式は不適切である．官公庁の情報システム調達に加算方式を適用することについては，

しばしばプロジェクトが失敗するという，実現可能性を考慮しなければ，公共工事と同様，妥当と考え

られる．したがって，提供サービス点 a と費用点 b を加算して評価することは，適切と考えられる． 

しかしながら，提供サービス点 a と費用点 b を足し合わせたもの，すなわち，受注希望者が，よいも

のをリーズナブルな費用で提供すると約束しても，岩崎（2017），岩崎（2019）[37]が指摘するとおり，

それが空手形，絵に描いた餅になってしまっては，意味がない．したがって，a＋b に，実現可能性点 c

を掛けることとする． 

仕様のサービス価値点 d は，仕様を満たす受注希望者，すなわち，失格以外のすべての受注希望者に

等しく与えられる．ゆえに，基礎点と言い換えてもよい．従来の加算方式において，基礎点が無意味で

あり，地方公共団体では基礎点を廃止していることが多く，国でも，事実上廃止していることは，すで

に説明した．しかし，筆者が適切と考える算出式では，次の表 1「基礎点なしの順位」及び表 2「基礎点

ありの順位」のとおり，基礎点 d を設けることにより，仕様を上回るサービスの価値点 e と費用点 b が

総合点に与える影響を小さくして，実現可能性点 c の与える影響を大きくする効果がある． 

 

表 1 基礎点なしの順位 

項番 受注希望者 b c d e 総合点（※） 順位 提案の特徴 

1 （満点） 5 100 － 5 1,000 － － 

2 M 社 0 80 － 0 0 2 仕様を超えるサービスは，提供し

ない．費用も高い．しかし，プロ

ジェクト遂行能力は比較的高い． 

3 N 社 5 70 － 5 700 1 仕様を超えるサービスを提供す

る．費用も安い．プロジェクト遂

行能力は，M 社よりやや劣る． 

※ （e＋b）×c 

 

表 2 基礎点ありの順位 

項番 受注希望者 b c d e 総合点（※） 順位 提案の特徴 

1 （満点） 5 100 90 5 10,000 － － 

2 M 社 0 80 90 0 7,200 1 仕様を超えるサービスを提供しな

い．費用も高い．しかし，プロジ

ェクト遂行能力は比較的高い． 

3 N 社 5 70 90 5 7,000 2 仕様を超えるサービスを提供す

る．費用も安い．プロジェクト遂

行能力は，M 社よりやや劣る． 

※ （d＋e＋b）×c 

 

表 1 のとおり，受注希望者が最低限の仕様しか実現しない，価格も発注者が想定する予算ぎりぎり，

しかし，プロジェクトの完遂の見込みが高いにもかかわらず，総合点が 0 点というのは，おかしい．仕

様どおりのものを，高確率で提供できるのであるから，その点を評価すべきである．したがって，2020

年方式では，理論上，基礎点が必要である． 

次に，この算出式の運用であるが，d を高くし，b と e を低く抑えるべきである．c は，メリハリをつ

けて採点する．b には，入札価格以外の費用を含める．たとえば，発注者がデータセンタの仮想サーバ

を用いているときは，サーバを発注者が提供することになる．受注希望者は提案書でサーバの性能と台

数を明示し，発注者がそれを金額に換算して費用点に含める．将来の改修費用を評価してもよいが，そ

の方法は，別の機会に論じることとする． 
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算出式は，たとえ合理的であっても，情報システム開発プロジェクトの成功率向上に資するものでな

ければ実務では採用できないところ，表 2 のように，受注希望者のプロジェクト遂行能力の評価が入札

結果を大きく左右する落札者決定基準を作成することが可能である．したがって，この算出式は，情報

システム開発プロジェクトの成功率向上に資するものである． 

岩崎（2017）は，発注者が複数の受注希望者の中から，絶対安心安全な者を見分けられないときは，

発注者がプロジェクト遂行能力を最良と判断した者を選ぶべきとしている．これは，実用的であるが，

理論的な裏付けが弱く，国民，住民，受注希望者，そして発注者内部の上司など意思決定者といったス

テークホルダーの理解がやや得にくいという欠点があった．2020 年方式であれば，この先行研究に基づ

き選定したときと入札結果がほぼ同一になり，しかも，ステークホルダーの理解が得やすいと考えられ

る． 

なお，従来の加算方式でも，実現可能性点を総合点の 90 ないし 95%にすれば，2020 年方式と同様に

発注者がプロジェクト遂行能力を最良と判断した者を選べる可能性が高いため，情報システム開発プロ

ジェクトの成功率は向上するが，2020 年方式と比べて算出式の合理性に欠ける． 

余談であるが，この算出式は，公共工事においても，プロジェクト遂行が危ぶまれる難易度の高い案

件について，適用を検討する余地があるのではないか． 

 

7. 法令等の改正要否 

2020 年方式を採用するにあたり，国では，平成 25 年 7 月 19 日調達関係省庁申合せにおいて，入札価

格に基づき価格点を算出すること，価格点は，全体の 1/4 以上にすることが定められているため，この

申合せの改正が必要である．地方公共団体では，地方自治法及び同施行令には，特段，支障になる規定

はないので，それぞれの団体が有する規則やガイドライン等で抵触するものがあれば，改正することと

なる． 

 

8. 結論 

本研究により，官公庁の情報システム調達における総合評価落札方式の落札者決定基準において，現

在主流となっている加算方式は，算出式が合理性に欠けることが明らかになった．そして，落札者決定

基準の算出式のあるべき姿が次のとおりであることが明らかになった． 

 

  総合点 ＝ （提供サービス点 a ＋ 費用点 b） × 実現可能性点 c 

      ＝ （仕様のサービス価値点 d ＋ 仕様を上回るサービスの価値点 e ＋ 費用点 b） 

 × 実現可能性点 c 

 

d を高くし，b と e を低く抑え，かつ c を，メリハリをつけて採点すれば，c が入札結果を大きく左右

する落札者決定基準を作成することが可能である．これによって，落札者決定基準の算出式が，情報シ

ステム開発プロジェクトの成功率向上に資することができる． 

 

9. 残された課題 

受注希望者のプロジェクト遂行能力をいかに見極めて評価するかが課題である．この課題は簡単では

ないが，従来の評価手法である受注希望者の体制や形式的な実績に加え，特許庁情報システムに関する

技術検証委員会[2]が提案する通り，提案書に過去の開発実績について規模も含めて提示させる，プロジ

ェクト全体について具体的な作業項目が分かる WBS を記載させることが考えられる．すでに，提案書

には体制図やコミュニケーションルールなどを記載させることがあるので，これらに加えて WBS を添
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付させるのであれば，筆者は，プロジェクト計画書（案）という形式で提出することを求めた方がよい

と考える．また，官公庁が，受注者の仕事ぶりを事後評価し，データベースに登録して，他の官公庁が

閲覧できるようにし，後進の発注者が評価に用いることが考えられる．先進の発注者がすくないときは，

岩崎（2018）が提案するとおり，先進の民間の受注者からの口コミを考慮することが考えられる．そし

て，岩崎（2013）が提案するとおり，発注者が技術的対話（競争的対話）[38][39]を通して，受注希望者

のプロジェクト遂行能力について心証を形成し評価することも考えられる． 

特に，技術的対話（競争的対話）については，岩崎（2013），金﨑[40]の先行研究が，受注希望者のプ

ロジェクト遂行能力評価以外にもメリットがあることを明らかにしている．岩崎（2013）は，受注希望

者による仕様の理解が深まり，既存受注者以外の受注希望者による，開発及び運用工数の見誤り防止に

つながるなどのメリットがあるとしている．金﨑は，情報システム調達では，発注者と受注希望者との

間で受注希望者に情報が偏在するという情報の非対称性があり，それが競争性の確保を阻害していると

ころ，技術的対話（競争的対話）により，情報の非対称性を小さくできるとしている． 

これらの課題の詳細については，別の機会に論じることとしたい． 

 

10. 謝辞 

今年のお正月に配信されるメールマガジンの原稿をメルマガ編集委員に提出したとき，委員の芳賀先

生から「評価項目と選択肢がそれぞれ複数あるときの意思決定の問題は，一般的に今まで種々整理され

てきていますから，それらを考慮しながら，より優れた落札者決定基準がつくっていけそうですね」と

いうご意見をいただいた．この言葉を 1 か月以上考え続けていた冬のある朝，数学の期待値理論を用い

ればよいことに気づいた．芳賀先生のお言葉がなければ，いつまでもこの問題を解決できなかったかも

しれない．最後に，発表の機会をくださった情報システム学会と，発表準備の時間を確保してくれた，

妻，母，子に深く感謝したい． 
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